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新たな予約型乗合タクシーの運行概要は次のとおりです。 

現在は、予約型乗合タクシーを市内の一部の地域のみで運行していますが、路線バスの見直し
に伴い、来年４月からは芳井地区と美星地区の全域で運行（試行）します。 
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芳井・美星地区のコミュニティハウスや自治公民館など約 40 箇所で公共交通の見直し内容に
ついての説明会を開催しました。多くの方にご参加いただき、参加者の皆様から貴重なご意見を
いただきました。 
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